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◇
熊
野
権
現 

天
竺
の
常
世
思
想
が
我
が
国
に
流
れ
来
た
っ
た
の
は
、
シ
ュ
メ
ル
に
繋
が
る
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
系
ア
ー
ン
ド
ラ
王
朝

や
マ
ガ
ダ
国
と
何
ら
か
の
接
触
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。 

「
解
説
編
」「
倭
国
と
天
竺
の
か
か
わ
り
」
の
中
で
述
べ
て
き
た
ご
と
く
、
バ
ラ
モ
ン
神
の
教
え
以
外
に
も
、
マ

ガ
ダ
国
大
王
に
ま
つ
わ
る
逸
話
が
『
神
道
集
』
に
「
熊
野
権
現
の
事
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
熊
野
で
も
、
天

台
山
山
王
に
昇
り
つ
め
た
御
仁
が
我
が
国
に
飛
来
し
て
、
神
武
天
皇
御
代
に
熊
野
権
現
と
な
っ
て
顕
れ
た
と
す
る

「
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
」
が
伝
わ
っ
て
い
る
。 

〔『
神
道
集
』
熊
野
権
現
の
事
と
「
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
」〕
の
要
旨 

そ
の
昔
、
あ
る
御
仁
が
唐
の
霊
山
か
ら
天
台
山
に
あ
る
王
子
晋
と
い
う
仙
人
の
旧
跡
を
慕
っ
て
、
鎮
西
豊
前
国
英

彦
山
に
天
降
り
な
さ
っ
た
。
そ
の
形
は
、
高
さ
三
尺
六
寸
の
八
角
形
の
水
晶
石
で
あ
っ
た
。 

そ
の
後
、
あ
ち
こ
ち
に
在
所
を
求
め
て
長
い
年
月
を
送
っ
た
後
、
熊
野
権
現
と
し
て
顕
れ
な
さ
っ
た
。
神
武
天
皇

の
治
世
四
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
権
現
は
天
照
大
神
の
頃
の
人
で
あ
る
が
、
示
現
さ
れ
た
地
は
全
国
に
広
く

行
き
渡
っ
て
い
る
。 

一
、
天
竺
の
マ
ガ
ダ
国
大
王
は
、
妃
た
ち
が
起
こ
し
た
惨
事
を
嘆
い
て
王
位
も
国
も
捨
て
、「
我
が
身
は
ど
こ
へ
行

け
ば
よ
い
の
か
決
め
か
ね
て
い
る
。
こ
の
剣
を
投
げ
て
、
落
ち
た
所
に
行
こ
う
」
と
言
っ
て
五
本
の
剣
を
北
に

向
け
て
投
げ
、
妃
や
王
子
と
一
緒
に
空
飛
ぶ
黄
金
の
車
に
乗
っ
て
こ
れ
を
追
い
か
け
た
。 

五
本
の
剣
は
天
竺
や
中
国
に
は
留
ま
ら
ず
に
、
小
さ
な
小
さ
な
日
本
秋
津
島
に
飛
ん
で
行
き
、
一
本
は
紀
伊

国
牟
婁
郡
神
蔵
（
神
倉
山
、
熊
野
速
玉
大
社
の
旧
社
地
）、
一
本
は
筑
紫
の
英
彦
山
、
一
本
は
陸
奥
の
中
宮
山
、

一
本
は
淡
路
の
和
（
遊
鶴
羽
峰
）、
残
る
一
本
は
伯
耆
大
山
に
留
ま
っ
た
。
大
王
の
車
は
、
五
本
の
剣
を
追
い
か

け
て
英
彦
山
に
到
っ
た
。
そ
こ
か
ら
各
地
を
転
々
と
し
て
、
最
後
は
第
一
の
剣
に
従
っ
て
紀
伊
国
牟
婁
郡
（
熊

野
）
に
留
ま
っ
た
。
大
王
は
こ
の
国
に
来
て
、
七
〇
〇
〇
年
間
、
姿
を
顕
さ
な
か
っ
た
。 
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一
、
唐
の
天
台
山
の
地
主
神
・
王
子
信
が
鎮
西
英
彦
山
に
天
降
っ
た
。
そ
の
者
は
高
さ
三
尺
六
寸
で
八
角
の
水
晶

形
を
し
て
い
た
。
つ
い
で
伊
予
の
石
鎚
峰
か
ら
淡
路
の
遊
鶴
羽
峰
に
渡
り
、
さ
ら
に
熊
野
の
神
倉
峰
に
降
っ
た
。 

〔
地
元
の
伝
説
〕、「
神
武
天
皇
は
熊
野
の
賊
を
退
治
で
き
た
こ
と
で
、
神
倉
山
に
登
っ
て
十
握
剣
（
一
説
で
は
布

津
御
魂
）
を
捧
げ
持
ち
、
天
照
大
神
（
一
説
で
は
高
皇
産
霊
）
に
お
礼
の
言
葉
を
申
し
述
べ
た
」 

☆
王
子
信
に
つ
い
て
は
、
天
台
山
か
ら
飛
来
す
る
山
王
と
し
て
厚
く
尊
敬
さ
れ
、
中
国
は
も
と
よ
り
奈
良
・

平
安
朝
の
文
人
ら
に
も
な
じ
み
深
い
人
物
だ
っ
た
。 

〔
天
台
山
〕、
天
台
山
は
浙
江
省
東
部
の
天
台
県
北
方
、
二
㌔
㍍
に
聳
え
る
霊
山
。
古
く
は
、
神
仙
（
天
台
道
教
）

の
霊
山
と
し
て
名
を
な
し
て
い
た
。 

五
七
五
年
に
、
智
顗
ら
が
入
山
し
て
天
竺
直
伝
の
法
華
経
を
唱
え
て
根
本
道
場
と
し
て
か
ら
は
、
仏
教
の
中
心
地

に
成
り
変
っ
た
。
平
安
初
期
に
入
唐
し
た
最
澄
は
、
天
台
山
で
法
華
経
・
達
磨
系
禅
宗
な
ど
を
修
め
た
後
、
比
叡

山
に
寺
院
を
建
立
し
て
天
台
宗
と
し
て
教
え
広
め
た
。
そ
の
護
法
神
に
あ
た
る
日
吉
神
社
は
、
大
山
咋
神
（
大
歳

神
の
児
、
素
戔
嗚
の
孫
）
を
山
王
と
し
て
祀
る
こ
と
で
、
山
王
と
も
山
王
権
現
と
も
呼
ば
れ
た
。 

邪
馬
台
国
期
の
国
の
か
た
ち
が
バ
ラ
モ
ン
神
の
教
え
に
沿
っ
て
い
る
の
も
、
日
神
が
天
上
に
君
臨
し
た
ご
と
く
振

る
舞
う
の
も
、
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
の
呼
称
が
シ
ュ
メ
ル
や
ス
メ
ラ
山
に
由
来
す
る
の
も
、
さ
ら
に
牛
頭
天
王
が
仏
陀

ゴ
ー
タ
マ
と
読
め
る
の
も
、
天
竺
の
マ
ガ
ダ
国
大
王
が
我
が
国
に
流
れ
来
っ
た
か
ら
に
相
違
あ
る
ま
い
。 

こ
の
マ
ガ
ダ
国
大
王
は
、
江
南
に
聳
え
る
天
台
山
道
教
の
山
王
に
担
が
れ
た
後
、
豊
葦
原
中
つ
国
の
大
穴
持
や
大

国
主
に
昇
り
つ
め
た
。
さ
ら
に
伊
奘
諾
の
養
子
に
入
っ
て
豊
受
皇
太
神
と
語
り
、
仏
法
流
布
や
常
世
づ
く
り
に
入

れ
込
む
ら
し
い
。
で
は
い
つ
頃
、
何
処
に
流
れ
着
く
の
か
、
ど
う
動
い
た
の
か
、
以
下
か
ら
見
通
せ
る
は
ず
だ
。 

伊
勢
神
道
に
よ
る
と
、
豊
受
（
天
照
）
皇
太
神
と
日
神
は
、
伊
奘
諾
の
児
と
し
て
外
内
宮
の
主
座
（
伊
勢
大
神
）

に
鎮
座
し
て
い
る
。
な
ら
ば
、
皇
太
神
は
日
神
の
天
照
大
御
神
と
も
同
等
の
地
位
に
あ
っ
て
然
る
べ
き
だ
が
、
な

ぜ
か
「
記
紀
」
に
そ
の
名
が
出
て
こ
な
い
。
ヒ
ミ
コ
の
名
も
し
か
り
だ
。 



『邪馬台三国志』熊野権現  令 5/10/5  高田康利 3 

 

筆
者
は
邪
馬
台
国
の
最
重
要
人
物
で
あ
る
こ
の
二
神
に
つ
い
て
、
そ
の
事
績
を
明
ら
か
に
し
て
実
態
に
迫
り
た

い
と
奮
闘
努
力
し
た
。
そ
の
結
果
、
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

①
豊
受
（
天
照
）
皇
太
神
は
「
記
紀
」
に
そ
の
名
が
見
当
た
ら
な
い
も
の
の
、
伊
勢
神
道
や
真
言
密
教
の
本
地
垂

迹
説
、
あ
る
い
は
古
社
の
縁
起
で
は
頻
繁
に
登
場
し
て
く
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
天
照
大
神
の
異
名
も

有
し
て
お
り
、
日
神
よ
り
上
位
の
神
と
さ
れ
て
き
た
。 

外
宮
の
伊
勢
神
道
や
石
上
神
道
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
も
、
天
照
大
神
は
男
神
と
さ
れ
て
き
た
し
、
学
識
の
間
で
も

「
女
神
の
天
照
大
御
神
以
前
に
、
男
神
の
天
照
大
神
が
存
在
し
た
」
と
説
く
向
き
が
い
る
。 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
古
事
記
』
の
天
照
大
御
神
も
『
日
本
書
紀
』
の
天
照
大
神
も
、
女
神
だ
け
の
ご
と
く
記
さ

れ
て
き
て
、
男
神
天
照
大
神
と
匂
わ
せ
る
記
載
は
一
切
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
次
の
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。 

「
彼
は
伊
奘
諾
太
子
で
あ
り
な
が
ら
大
乱
の
引
き
金
を
引
き
、
倭
奴
国
王
朝
を
転
覆
さ
せ
た
。
そ
れ
故
、
帝
紀
や

旧
辞
か
ら
抹
殺
さ
れ
た
。
だ
が
彼
の
血
を
引
く
「
記
紀
」
の
編
纂
者
た
ち
は
、
女
神
天
照
大
御
神
の
事
績
に
男
神

の
そ
れ
を
密
か
に
つ
け
足
し
た
。
我
々
は
そ
れ
も
女
神
の
事
績
と
思
い
込
ま
さ
れ
て
き
た
」 

②
こ
こ
で
、
熊
野
権
現
や
皇
太
神
す
な
わ
ち
天
照
大
神
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
こ
れ
を
解
く
鍵
は
ほ

ぼ
揃
っ
て
い
る
。
熊
野
縁
起
は
「
熊
野
権
現
は
伊
勢
太
神
と
同
体
で
あ
る
」
と
し
、
熱
田
縁
起
も
こ
う
伝
え
る
。 

「
熱
田
明
神
は
、
熊
野
権
現
、
伊
勢
太
神
と
一
体
分
身
で
あ
る
」、 

「
熱
田
明
神
の
大
日
如
来
は
、
天
照
大
神
で
あ
り
、
天
叢
雲
剣
に
ほ
か
な
ら
な
い
」 

物
部
氏
寄
り
の
『
ホ
ツ
マ
ツ
タ
ヱ
』
も
、
天
照
大
神
が
志
摩
伊
雑
に
宮
を
置
い
て
い
た
と
す
る
。
そ
の
伊
雑
宮

（
磯
部
宮
、
三
重
県
志
摩
市
）
は
、
徳
川
期
の
朝
廷
や
将
軍
に
訴
状
を
出
し
て
、
こ
う
主
張
し
て
き
た
。 

「
伊
雑
皇
大
神
宮
は
日
本
最
初
の
宮
で
、
後
に
内
宮
が
で
き
、
次
に
外
宮
が
で
き
た
」 

「
当
宮
は
天
照
大
神
を
祀
り
、
内
宮
の
別
宮
（
遥
宮
）
で
あ
る
。
伊
勢
太
神
は
当
地
か
ら
遷
さ
れ
た
」 

熊
野
権
現
が
伊
勢
太
神
と
同
体
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
後
白
河
院
が
熊
野
行
幸
を
始
め
た
一
一
六
〇
年
の
三
年
後
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に
、
議
論
が
沸
騰
し
た
。
結
果
は
こ
れ
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
落
ち
着
い
た
が
、
筆
者
が
こ
れ
に
深
く
思
い
を
巡

ら
し
、
心
に
そ
の
意
を
悟
っ
た
限
り
で
は
、
縁
起
ど
お
り
に
、
熊
野
権
現
す
な
わ
ち
天
竺
の
マ
ガ
ダ
国
大
王
は
、

熱
田
明
神
、
伊
勢
太
神
、
男
神
の
天
照
大
神
に
他
な
ら
な
い
と
断
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。 

③
次
に
、
彼
の
生
い
立
ち
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
い
つ
の
頃
に
、
い
か
な
る
事
績
を
挙
げ
た
の
か
。
こ
れ
を
解
く

鍵
も
ほ
ぼ
揃
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、「
神
事
芸
能
」
大
社
の
段
、
加
賀
神
社
（
島
根
県
松
江
市
）
に
伝
わ
る
縁

起
、
『
出
雲
国
風
土
記
』「
島
根
郡
」
の
条
に
こ
う
あ
る
。 

「
神
事
芸
能
」
加
賀
神
社
の
縁
起
、「
天
照
大
神
の
生
所
と
す
る
た
め
に
、
加
賀
の
潜
戸
と
名
づ
け
た
り
」 

☆
加
賀
神
社
は
、
伊
奘
諾
・
伊
奘
冉
・
天
照
大
神
・
キ
サ
カ
姫
・
猿
田
彦
を
祀
る
。
近
辺
に
は
、
猿
田
彦
の

遊
び
育
っ
た
伝
説
が
や
た
ら
と
残
る
。 

『
出
雲
国
風
土
記
』
「
島
根
郡
」
や
佐
太
神
社
縁
起
、
「（
加
賀
潜
戸
は
）
佐
太
大
神
の
生
れ
ま
し
し
所
な
り
。

母
の
キ
サ
カ
姫
は
『
闇
き
岩
屋
な
る
か
も
』
と
言
っ
て
、
金
の
弓
矢
を
持
ち
射
給
い
し
時
に
、
光
輝
け
り
」 

い
ま
一
つ
は
、
出
雲
大
社
と
佐
太
神
社
が
と
り
行
う
神
在
祭
に
あ
る
。
そ
れ
は
陰
暦
十
月
の
神
無
月
（
出
雲
で
は

神
在
月
と
呼
ぶ
）
に
、
竜
蛇
神
と
呼
ば
れ
る
「
神
の
お
使
い
」
が
南
洋
か
ら
島
根
半
島
に
流
れ
て
来
て
、
丁
重
に

迎
え
ら
れ
る
儀
式
を
言
っ
た
。
そ
の
お
使
い
と
は
、
荒
れ
た
海
か
ら
浜
辺
に
打
ち
あ
げ
ら
れ
る
背
黒
海
蛇
（
腹
面

が
白
く
背
の
黒
い
毒
海
蛇
、
イ
ン
ド
洋
や
太
平
洋
に
分
布
）
だ
。 

背
黒
海
蛇
が
神
の
お
使
い
と
さ
れ
た
所
以
は
、
両
社
の
祭
神
が
オ
ロ
チ
で
あ
る
こ
と
、
海
蛇
の
鱗
が
六
角
形
で
あ

る
こ
と
、
白
一
色
の
胸
辺
り
に
ぽ
つ
ん
と
あ
る
黒
い
鱗
が
両
社
共
通
の
亀
甲
神
紋
（
六
角
形
）
に
見
え
る
こ
と
に

あ
る
。
つ
ま
り
、
南
洋
か
ら
海
流
に
乗
っ
て
流
れ
来
る
背
黒
海
蛇
の
生
態
は
、
オ
ロ
チ
と
呼
ば
れ
る
天
照
大
神
の

生
国
や
漂
着
先
を
教
え
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
御
仁
を
尊
ぶ
両
社
の
紋
つ
き
を
羽
織
っ
た
格
好
ま
で
し
て
い

て
、
神
（
水
天
神
天
照
大
神
）
の
お
使
い
と
し
て
誠
に
相
応
し
い
生
き
物
な
の
だ
。 

④
こ
れ
で
わ
か
る
よ
う
に
、
皇
太
神
の
生
い
立
ち
は
複
雑
極
ま
り
な
い
が
、
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
こ
う
な
る
。 
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「
中
国
に
渡
来
し
た
天
竺
の
マ
ガ
ダ
国
大
王
は
天
台
山
に
こ
も
っ
て
修
行
し
て
い
る
と
、
た
ち
ま
ち
天
台
道
教
の

山
王
に
担
が
れ
た
。
一
六
〇
年
代
中
頃
、
島
根
半
島
に
流
れ
来
て
、
し
ば
し
加
賀
潜
戸
で
修
行
し
て
き
た
。 

そ
こ
で
も
、
彼
の
仁
徳
や
非
凡
さ
が
知
れ
渡
っ
て
佐
太
国
の
佐
太
大
神
や
大
穴
持
に
、
つ
い
で
杵
築
国
の
大
国
主

に
担
が
れ
た
。
さ
ら
に
豊
葦
原
中
つ
国
の
建
て
直
し
を
懇
請
さ
れ
た
上
に
、
神
皇
産
霊
や
国
常
立
を
襲
名
し
て
金

の
弓
矢
を
授
か
っ
た
。 

当
時
、
神
国
・
常
世
づ
く
り
に
四
苦
八
苦
し
て
き
た
伊
奘
諾
は
、
大
穴
持
が
天
竺
の
常
世
思
想
に
加
え
て
、
仏
法

と
学
問
に
並
外
れ
た
才
が
あ
る
と
聞
く
や
、
天
竺
を
凌
ぐ
常
世
を
実
現
し
た
い
と
し
て
養
子
に
取
り
込
ん
だ
。
同

時
に
彼
の
後
釜
と
し
て
、
豊
葦
原
中
つ
国
の
祖
、
厳

い
つ
の

香か

具ぐ

土つ
ち

（
国
常
立
）
に
つ
な
が
る
厳
香か

来ぐ

雷つ
ち

を
担
ぎ
出
し
た
」 

そ
の
結
果
、
大
穴
持
は
伊
奘
諾
の
愛
児
（
真
名
子
）
と
な
っ
て
と
ん
と
ん
拍
子
に
出
世
し
、
豊
受
（
天
照
）
皇
太

神
（
皇
太
子
）
の
位
に
昇
り
つ
め
た
。
そ
の
後
は
、
義
父
と
と
も
に
仏
法
流
布
・
常
世
づ
く
り
に
走
り
回
っ
た
。 

当
時
の
国
づ
く
り
を
検
証
し
て
い
く
と
、
五
帝
期
や
天
竺
の
真
似
ご
と
が
そ
こ
彼
処
か
ら
見
つ
か
る
は
ず
だ
。 

⑤
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
、
以
下
の
事
績
に
た
ど
り
着
い
た
次
第
だ
。 

「
天
台
山
山
王
に
昇
り
つ
め
た
マ
ガ
ダ
国
大
王
は
、
島
根
半
島
に
飛
来
し
て
山
王
、
牛
頭
天
王
、
神
皇
産
霊
、
佐

太
大
神
、
大
穴
持
、
大
国
主
と
語
っ
た
後
、
豊
葦
原
中
つ
国
王
に
駆
け
上
っ
た
。
大
乱
前
に
伊
弉
諾
の
養
子
と
な

っ
て
月
読
、
熊
野
櫛
御
気
野
（
熊
野
権
現
）、
御
饌
津
神
、
次
に
向
津
姫
に
婿
入
り
し
て
豊
受
（
天
照
）
皇
太
神
と

語
っ
た
が
、
一
八
〇
年
代
中
頃
、
義
父
伊
弉
諾
に
謀
反
し
て
邪
馬
台
国
を
興
し
、
天
御
中
主
、
天
叢
雲
、
水
天
神

天
照
大
神
、
大
蛇
、
倭
大
物
主
、
所
造
天
下
大
穴
持
、
豊
受
大
神
、
高
皇
産
霊
な
ど
名
を
使
い
分
け
て
き
た
」 

以
下
、
男
神
天
照
大
神
と
深
く
関
っ
て
き
た
「
牛
頭
天
王
と
磐
座
信
仰
」
、
蓬
莱
山
東
麓
を
舞
台
と
す
る
「
白
髭
神

社
と
謡
曲
白
髭
／
蓬
莱
郷
と
仏
法
・
山
王
信
仰
の
聖
地
」
に
つ
い
て
も
、
じ
っ
く
り
検
証
し
て
行
き
た
い
。 

こ
れ
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
、
本
物
語
を
読
み
通
し
て
判
断
し
て
頂
き
た
い
。 




